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練で、訓練生には訓練手当が、事業主には職
場適応訓練費（２万４，０００円／月）が支給さ
れる（原則、期間６か月以内）。また、重度
の障害のある人に対しては、より訓練期間、
支給期間を長くし（１年以内）、職場適応訓
練費を上積み支給（２万５，０００円／月）して
いる。

イ 職場適応訓練（短期）
障害のある人に対し、実際に従事すること
となる仕事を経験させることにより、就業へ
の自信を持たせ、事業主に対しては対象者の
技能程度、適応性の有無等を把握させるた
め、都道府県知事又は都道府県労働局長が民
間事業主に委託して実施する訓練で、訓練生
には訓練手当が、事業主には、職場適応訓練
費（９６０円／日）が支給される（期間２週間
以内）。また、重度の障害のある人に対して
は、より訓練期間や支給期間を長くし（４週
間以内）、職場適応訓練費を上積み支給
（１，０００円／日）している。

（８）資格取得試験等における配慮

司法試験においては、障害者がその有する
知識及び能力を答案等に表すに当たり，その
障害が障壁となり，事実上の受験制限となら
ないために，健常者との実質的公平を図り，
そのハンディキャップを補うために必要な範
囲で措置を講じている。具体的には、視覚障
害者に対する措置として、パソコン用電子
データ又は点字による出題、解答を作成する
に当たってのパソコン（ワープロ）の使用、
問題集・答案用紙の拡大、試験時間の延長等
を、肢体障害者に対する措置として、解答を
作成するに当たってのパソコン（ワープロ）
の使用、答案用紙の拡大、試験時間の延長等
を認めるなどの措置を講じている。
司法書士試験、土地家屋調査士試験及び簡
裁訴訟代理等能力認定考査においては、その

有する知識及び能力を答案等に表すことにつ
いて障害のない人と比較してハンディキャッ
プを補うために必要な範囲で措置を講じてい
る。具体的には、弱視者に対する拡大鏡の使
用や記述式試験の解答を作成するに当たって
のパソコン（ワープロ）の使用を、また、試
験時間の延長を認める等の措置を講じてい
る。

（９）福祉施設等における仕事の確保
に向けた取組

ア これまでの取組
後期５か年計画において、国は公共調達に
おける競争性及び公正性の確保に留意しつ
つ、福祉施設等の受注機会の増大に努めると
ともに、地方公共団体等に対し、国の取組を
踏まえた福祉施設等の受注機会の増大の推進
を要請することとされていたことから、これ
を踏まえ、官公需（官公庁の契約）を積極的
に進めるため、各府省の福祉施設受注促進担
当者会議を開催し、更なる官公需の促進を依
頼するなどの取組を行うとともに、平成２０年
に地方自治法施行令を改正し、地方公共団体
の契約について随意契約によることができる
場合として、地方公共団体が障害者支援施設
等から、クリーニングや発送作業などの役務
の提供を受ける契約を追加する措置を講じ
た。
また、平成２０年度より障害者の「働く場」
に対する発注促進税制を創設し、企業に対し
て当該税制の活用を促すことなどにより、障
害者の仕事の確保に向けた取組を推進してい
る。
加えて、平成２５年度の「障害者優先調達推
進法」の施行にあわせて、「予算決算及び会
計令」を改正し、随意契約によることができ
る場合として、「慈善のため設立した救済施
設から役務の提供を受けるとき」を追加する
措置を講じた。
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■図表２―１５―１ 国・地方公共団体における障害者の在籍状況

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数 ②障害者の数 ③実雇用率 ④法定雇用率達成

機関の数／機関数 ⑤達成割合

国の機関
３０７，１３０．５ 人 ７，１０５．０ 人 ２．３１ ％ ３９／ ３９ １００．０ ％
（３０５，９９７．０ 人） （６，８６９．０ 人） （２．２４ ％） （３９／ ３９）（１００．０ ％）

都道府県の
機関

３２３，８７９．０ 人 ７，８８２．０ 人 ２．４３ ％ １４４／ １５５ ９２．９ ％
（３２６，６６２．０ 人） （７，８０５．０ 人） （２．３９ ％） （１４２／ １５７） （９０．４ ％）

市町村の
機関

１，０５２，７９０．５ 人 ２３，７３０．５ 人 ２．２５ ％ １，９９８／ ２，３１２ ８６．４ ％
（１，０４９，３７５．５ 人）（２３，３６３．０ 人） （２．２３ ％） （１，９７０／ ２，３５３） （８３．７ ％）

１ 法定雇用率２．１％が適用される国、地方公共団体

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数 ②障害者の数 ③実雇用率 ④法定雇用率達成

機関の数／機関数 ⑤達成割合

都道府県等
教育委員会

６７３，６３１．０ 人 １２，６７７．５ 人 １．８８ ％ ８５／ １２１ ７０．２ ％
（６８６，６５９．５ 人）（１２，１５４．０ 人） （１．７７ ％） （９４／ １３９） ６７．６ ％）

２ 法定雇用率２．０％が適用される都道府県等の教育委員会

注１ ２の各表の�欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率
相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数であ
る。

２ 各表の�欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の
重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行
い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を
０．５人に相当するものとして０．５カウントとしている。

３ 法定雇用率２．０％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。
４ （ ）内は、平成２３年６月１日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成１８年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。
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①法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数 備 考

国の機関合計 ３０７，１３０．５ ７，１０５．０ ２．３１ ０．０

行政機関合計 ２７８，９２７．５ ６，４４３．０ ２．３１ ０．０
内閣官房 ７４５．０ １６．０ ２．１５ ０．０
内閣法制局 ７５．０ １．０ １．３３ ０．０
内閣府 ２，３０９．０ ５１．０ ２．２１ ０．０
宮内庁 ８７０．５ ２２．０ ２．５３ ０．０

公正取引委員会 ７８４．５ １６．０ ２．０４ ０．０
警察庁 ２，１０３．０ ４８．０ ２．２８ ０．０
金融庁 １，５６９．５ ３５．０ ２．２３ ０．０
消費者庁 ３２８．５ ８．０ ２．４４ ０．０
復興庁 － － － － （注４）
総務省 ５，２５５．５ １３６．０ ２．５９ ０．０ 特例承認あり（注５）
法務省 ３１，６５８．５ ７１９．５ ２．２７ ０．０
公安調査庁 １，５０７．５ ３３．０ ２．１９ ０．０
外務省 ５，７６３．０ １５７．０ ２．７２ ０．０
財務省 １０，８０２．０ ２３６．０ ２．１８ ０．０
国税庁 ５８，０５８．０ １，２８５．０ ２．２１ ０．０

文部科学省 ２，２１１．０ ４７．０ ２．１３ ０．０ 特例承認あり（注５）
厚生労働省 ５４，９８８．０ １，４１０．５ ２．５７ ０．０
農林水産省 １７，３０１．０ ３９８．０ ２．３０ ０．０
林野庁 ４，６１８．５ ９７．０ ２．１０ ０．０
水産庁 ６１５．０ １５．０ ２．４４ ０．０

経済産業省 ５，５４８．５ １３０．５ ２．３５ ０．０ 特例承認あり（注５）
特許庁 ２，７７４．０ ６４．０ ２．３１ ０．０
国土交通省 ３８，６４６．０ ８２１．５ ２．１３ ０．０
観光庁 ９９．０ ３．０ ３．０３ ０．０
気象庁 ４，９７７．５ １０８．０ ２．１７ ０．０

海上保安庁 ７７．０ ３．０ ３．９０ ０．０
運輸安全委員会 １８２．０ ４．０ ２．２０ ０．０

環境省 １，５０４．０ ３３．０ ２．１９ ０．０
防衛省 ２１，６３７．０ ４９９．０ ２．３１ ０．０
人事院 ６２８．０ １６．０ ２．５５ ０．０

会計検査院 １，２９１．５ ３０．０ ２．３２ ０．０
立法機関合計 ３，５４３．５ ７８．５ ２．２２ ０．０
衆議院事務局 １，４０８．５ ３２．０ ２．２７ ０．０
衆議院法制局 ８２．５ ３．０ ３．６４ ０．０
参議院事務局 １，０９２．５ ２３．５ ２．１５ ０．０
参議院法制局 ７０．０ １．０ １．４３ ０．０
国立国会図書館 ８９０．０ １９．０ ２．１３ ０．０

■図表２―１５―２ 国の機関ごとの障害者の在籍状況
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■図表２―１６ 障害者雇用納付金制度の概要

①法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数 備 考

司法機関合計 ２４，６５９．５ ５８３．５ ２．３７ ０．０
最高裁判所 １，０１５．０ ２４．０ ２．３６ ０．０
高等裁判所 １，７０３．０ ３８．０ ２．２３ ０．０
地方裁判所 １６，８４１．５ ４０４．５ ２．４０ ０．０
家庭裁判所 ５，１００．０ １１７．０ ２．２９ ０．０

省庁 外局等
総務省 消防庁
文部科学省 文化庁
経済産業省 中小企業庁 資源エネルギー庁 原子力安全・保安院

注１ �欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数
（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

２ �欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外
の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウント
を行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、
１人を０．５人に相当するものとして０．５カウントとしている。

３ �欄の「不足数」とは、�欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から�欄の障害
者の数を減じて得た数であり、これが０．０となることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が０．０となることがあり、この場合、法定雇用
率達成となる。

４ 注４の機関においては，労働者数が４８人未満であり，障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に基づく障害
者の雇用義務が発生していない。

５ 注５の省庁は、特例承認を受けている。
特例承認とは、省庁及び当該省庁におかれる外局の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合に、当該
省庁におかれる外局に勤務する職員を当該省庁に勤務する職員とみなすものである。
特例承認一覧
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